






 【要約】   小児に対して処方される補装具のなかで、日常生活用具としての性格を兼ね

備えた座位保持関連補装具の使用状況について調査し、装具使用のコンプライアンスにか

かわる要因について検討を加えた。体幹変形や拘縮が強度であったり、体格の大きな患児

の場合には、装着の簡便性に十分配慮するとともに、装具の導入時期においては装着時間

をある程度限定して、褥癒の管理や姿勢の再評価を 1-2 週間後に必ず行うが必要があった。

7 歳以前に座位保持装置を処方された患児では、その導入時期に明らかなトラブルがなか

ったことから、座位保持装置の必要性が認められたら、体格の小さなうちにその導入へ向

けてできるだけ早期からの医学的アプローチが試みられるべきであると考えられた。


